
　国土交通省では、改正法の円滑な施行に向けて、申請図書の作成や申請手続きについて個別に

サポートする体制を全都道府県において構築しています。

　宮城県においては、当センターに『建築士サポートセンター』が開設され、４号特例の縮小に

伴う構造関係資料等の作成に不安を抱える建築士や、省エネ計算に不慣れな建築士に対してのサ

ポートをいたします。

◎ サポートの内容

　令和７年４月１日以降に着工予定の建築物の申請図書一式について事前に提出いただき、

建築確認・省エネ適判の申請図書一式に係る添付図書の有無や記載事項の有無の確認、壁量

計算等や省エネ計算等に係る算定方法等についてアドバイスいたします

　※ 記載内容の適否や算定方法の適否など確認審査業務の一部を担うものではなく、また具体的な計画への設計

　　 ・コンサルタント業務を行うものではありません

　※ 本サポート業務で知り得た情報は、サポート業務のためにのみ使用し、他の目的では一切使用いたしません

◎ サポートの流れ

● 建築士サポートに関する問い合せ・事前相談等へ対応

● 申込者が建築士サポート申込書及び申請図書一式を提出
　※ 申請図書一式の提出が難しい場合でも対応可能ですのでご相談ください

● 相談内容等を確認し、日程調整のうえ申込者に連絡

● 対面によりアドバイス等を実施（６０分以内／件）

◎ サポート費用 ： 無料

◎ サポート期間 ： 令和７年１月６日（月）～ ３月３１日（月）
　※ 来年度も延長して実施する場合があります

◎ 申し込み方法 ： 裏面の『建築士サポート申込書』に必要事項を記入し、下記宛にメール

またはＦＡＸにてお申し込みください

【一般財団法人　宮城県建築住宅センター】

TEL：022-262-0401　FAX：022-213-2789　E-mail：kakunin@mkj.or.jp

改正建築基準法・建築物省エネ法の円滑な施行に向けた

建築士サポートセンター
令和４年６月１７日に公布された改正建築基準法・建築物省エネ法により

令和７年４月１日以降に着工する建築物の確認申請等の手続きが大きく変わります‼

【建築士サポートセンターの概要】

（申込み・問合せ先）

事前電話サポート

お申し込み

内容確認・日程調整

サポートの実施



 改正建築基準法・建築物省エネ法の円滑施行に向けた「建築士サポート」を申し込みます。なお、サポート

は確認申請及び建築物エネルギー消費性能適合性判定申請等の手続きの参考とするために受けるものであり、

記載内容の適否や算定方法の適否など法適合性について判断を求めるものではありません。

 令和 年 月 日

○ 設計者 ○ 施工者 ○ 建築主 ○ 代理人 ○ その他 （ ）

○ 建築士 ○ 大工 ○ 宅建業者 ○ 行政書士 ○ その他 （ ）

宮城県 （ ○ 都計内 ○ 都計外 ）

○ 平屋 ○ ２階 ○ ３階～

○ 木造 ○ ＲＣ造 ○ 鉄骨造 ○ その他 （ ）

○ ～２００㎡ ○ ２００～３００㎡ ○ ３００㎡～

○ 新たに添付が必要となる図書等の種類及び記載方法（建築基準法関係）

○ 新たに添付が必要となる図書等の種類及び記載方法（建築物省エネ法関係）

○ 完了検査時に提出が必要となる監理状況書類等の準備方法

○ その他 （ ）

○ 壁量計算等の改正概要 ○ 経過措置

○ 設計支援ツールの参照方法・使用方法

○ その他 （ ）

○ 省エネ適判の手続方法 ○ 仕様基準によるチェック方法・記載方法

○ 省エネ計算の種類と特徴 ○ 外皮計算シート・Webプロの参照先・入力方法

○ その他 （ ）

 令和 年 月 日 （ ○ 午前 ○ 午後 ）

○ 宮城県建築住宅センター ○ 特定行政庁 ○ その他機関( )

※ご記入いただいた個人情報は本サポート業務のためにのみ使用し、他の目的では一切使用いたしません。

【申込書送付先】 一般財団法人 宮城県建築住宅センター FAX  ： 022-213-2789
E-mail ： kakunin@mkj.or.jp

≪サポートセンター記入欄≫

 令和 年 月 日 （ ） ： ～ ：

○ 有り ○ 無し

※サポート員は本サポート業務で知り得た情報について第三者に漏洩しない旨誓約しています。

（サポート対応担当者： ）
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